
【表紙】  

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年４月２日

【会社名】 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社

【英訳名】 Toyo Tire Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　清　水　隆　史

【本店の所在の場所】 兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目２番13号

【電話番号】 (072)789-9100 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート統括部門管掌　　笹　森　建　彦

【最寄りの連絡場所】 兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目２番13号

【電話番号】 (072)789-9100 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート統括部門管掌　　笹　森　建　彦

 

【縦覧に供する場所】 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社　東京支店

　(東京都千代田区岩本町３丁目１番２号)

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社　名古屋事務所

　(愛知県みよし市打越町生賀山３)

株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

EDINET提出書類

ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ株式会社(E01090)

臨時報告書

1/2



１【提出理由】

2019年３月28日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年３月28日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円　　総額 3,174,807,600円

② 効力発生日

2019年３月29日

　

第２号議案　取締役８名選任の件

 　　　　　　山田保裕、清水隆史、金井昌之、光畑達雄、井村洋次、笹森建彦、森田研、武田厚の８名を取締役

           に選任するものであります。

　

第３号議案　監査役１名選任の件

矢野雅夫を監査役に選任するものであります。

 
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果
　

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
賛成割合及び
決議の結果

第１号議案
剰余金処分の件

1,353,244 468 0 (注)１ 98.54% 可決

第２号議案
取締役８名選任の件

 

山田　保裕 1,182,847 158,924 11,937

(注)２

86.13% 可決

清水　隆史 1,138,879 214,827 0 82.93% 可決

金井　昌之 1,217,269 124,503 11,937 88.64% 可決

光畑　達雄 1,217,256 124,516 11,937 88.64% 可決

井村　洋次 1,217,215 124,557 11,937 88.63% 可決

笹森　建彦 1,189,180 152,592 11,937 86.59% 可決

森田　　研 1,251,219 102,491 0 91.11% 可決

武田　　厚 1,251,231 102,479 0 91.11% 可決

第３号議案
監査役１名選任の件

 

 矢野　雅夫 1,139,174 214,530 0 (注)２ 82.95% 可決
 

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成によります。

 
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決

されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
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